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第４回 佐賀市中央大通り再生会議 議事要旨 

 

◆日時 

令和３年１１月１９日（金） １５：００～１７：００ 

 

◆場所 

佐賀商工ビル７階 大会議室 

 

◆出席委員（５０音順、敬称略） ※◎：座長 

荒牧軍治◎、牛島英人、小畑良子、香月道生、北島基晴、久米秀文、 

坂田慎一郎、白壁勝直、進龍太郎、副島勉、田中丸雅夫、田畠寿太郎、福岡桂、 

藤川謙二、宮原真美子、村岡祐吉、山田健一郎、吉武弘嗣、吉村英夫 

 

◆欠席委員（５０音順、敬称略） 

西村浩、野田和成、古園裕久、三島伸雄、山口美恵 

 

◆事務局 

白井副市長、梅﨑経済部長、坂井経済部理事、樅木商業振興課長 外 

 

◆傍聴者 

 ４名（報道関係者を含む。） 

 

◆議事要旨 

１ 開会 

 

２ 主催者あいさつ（白井副市長） 

 

３ 議事 

(1) 前回の振返り 

≪説明≫ 

○第３回 佐賀市中央大通り再生会議 議事要旨（事務局） 資料２ 

・今年５月２８日に開催した第３回佐賀市中央大通り再生会議では、中央大通り

沿線の「将来像」と「土地利用方針」の試案と、旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用

に向けた「方向性」を提示させていただいた。 

・「将来像」と「土地利用方針」については、市民アンケート調査や市民参加型

ワークショップなどに基づき、「こども」や「子育て世代」をメインターゲッ
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トとして、佐賀の次世代（こどもたち）が中央大通りで成長することをイメー

ジした「試案」を提示するとともに、旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用に向けては

立地の状況等を踏まえながら、４つの「方向性」を提案させていただき、これ

らについて、委員から承認していただいた。 

・具体的な内容については、資料２をご参照いただくとともに、議事(2)におい

て、資料３に基づき説明させていただく。 

 

(2) 中央大通りにおける魅力ある土地利用リーディング事業について 

≪説明≫ 

○中央大通りにおける魅力ある土地利用リーディング事業（事務局） 資料３ 

 

≪意見交換等≫ 

○座長 

  ・第３回の再生会議以降に実施されたアンケート調査やワークショップの結果を

踏まえながら、民間投資喚起策については、国や地方公共団体の支援策の事例

と、旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用策については、求められる機能のイメージが

示された。委員の方々からご質問やご意見を伺いたい。 

 

 ○委員 

  ・国の施策事例がいくつか示されたが、実際にこうした制度を利用する場合は、

２～３年のように時間がかかるのか。 

 

 ○事務局 

  ・所要する期間についてはケースごとに異なるが、一定の時間を要すると思う。 

 

 ○委員 

  ・施策事例の中には立地適正化計画が条件となっているものもあるが、立地適正

化計画の策定主体や認可手続はどのようになっているか。 

 

○事務局 

・立地適正化計画は、日本で人口減少が進む中、国がコンパクトなまちづくりを

目指そうということで、居住誘導区域や都市機能誘導区域等の拠点となるエリ

アを定めた計画を求めているものであり、地方公共団体が策定し、国土交通大

臣が認可するものである。 
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 ○座長 

  ・この会議では、中央大通りや中心市街地の活性化に向けた議論をしているが、

立地適正化計画が対象とする範囲・エリアはどうか。 

 

 ○事務局 

  ・立地適正化計画は、佐賀市全体における一定の市域を捉えて、立地の適正化を

どのように図っていくかを計画として定める必要がある。 

 

 ○座長 

  ・佐賀市総合計画や様々な分野での計画があると思うが、どこに都市機能を誘導

するのかといった、そういうレベルでの計画が必要となるのか。 

 

 ○事務局 

・佐賀市の最上位計画として佐賀市総合計画があり、これは佐賀市全体の分野、

全体のエリアについて佐賀市の将来像を描いて、これに向かってどのようにま

ちづくりを進めていくかという計画であり、立地適正化計画は、土地利用の適

正化をどのように図っていくかという一つの分野について定める計画としてご

理解いただきたい。 

 

 ○座長 

  ・現在、佐賀市には立地適正化計画はあるのか。 

 

 ○事務局 

  ・市の都市計画の指針として都市計画マスタープランはあるが、立地適正化計画

はこれとは別に定めるもので、現在、佐賀市では策定していない。 

 

 ○委員 

  ・全国的に見て、他の団体の立地適正化計画の策定状況はどうか。 

 

 ○事務局 

  ・全ての地方公共団体を把握してはいないが、地方都市においては、一定程度が

策定している状況にあると思う。 

 

○座長 

 ・民間投資喚起策の立案に当たって、佐賀県から何かアドバイスはあるか。 
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○委員 

 ・こうした取組を実施する場合、国の支援策等を検討することになるだろう。立

地適正化計画に限らず、利用できる制度がないかを探索することになると思う。 

 ・旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の北側にある唐人町街かど広場については、佐賀市の取

組と合わせて、県としても一体となって取り組んでいければと考えている。 

 

○委員 

 ・国の支援制度を活用する場合は時間がかかるということであれば、熊本市のま

ちなか再生プロジェクトのように、佐賀市独自の制度を立案することができな

いか。 

 

○事務局 

 ・現在、中央大通り沿線においてセットバック等をしていただく場合の補助制度

を用意している。このように官民連携でいい通りをつくっていくために行政と

しての何らかの協力・支援をしていくべきではないかと考えている。一方で、

財源が限られているため、こうした状況を踏まえて検討していくことになると

思う。 

 

○座長 

 ・現在、佐賀市で利用できる支援策と、今後創設を目指している支援策とを整理

して、次回の中央大通り再生会議で示していただきたい。 

 

○事務局 

 ・今回いただいた意見等を踏まえて、次回の再生会議で支援策を示したい。 

 

○座長 

 ・旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用策について、旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の北側の広場

も併せて検討する考えはあるか。 

 

○事務局 

 ・先ほど佐賀県から説明があったとおり、北側の唐人町街かど広場は県有地であ

り、今回の旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用策の立案に当たっては、県有地も含め

て一体的に検討していきたいと佐賀県と相談している状況にある。 

 

○座長 

 ・唐人町街かど広場の部分に建物を建てるという考え方はできるのか。 
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○事務局 

 ・唐人町街かど広場は、これまで様々なイベント等で利用されており、ワークシ

ョップ等における意見からも、広場や公園に対する期待値が高いことが分かっ

た。このため、旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用策を検討するに当たっては、広場

や公園という機能は残していく必要があると思う。一方で、現在の広場は段差

が多くあり、必ずしもバリアフリー仕様になっていないことからも、ユニバー

サルデザインに配慮した機能について、佐賀県と一体となって考えていきたい。 

 

○座長 

 ・旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用策の立案に当たっては、北側の唐人町街かど広場

も含めて、是非とも佐賀県と一体となって検討していただきたい。 

・様々なニーズに応えていくためには、旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地に隣接する未利用

地等を含めて活用していく必要があると思うがどうか。 

 

○事務局 

 ・中央大通りを含む南北軸を佐賀県都の軸としてしっかりつくり、人の流れや

様々な経済活動を生み出していくことが大切だと思う。その中で、旧ＴＯＪＩ

Ｎ茶屋跡地は非常に重要なポイントにあるため、一つの賑わい創出の拠点とし

て、一定程度の機能を集積させていくべきと思うので、その可能性を探ってい

きたい。 

 

○委員 

 ・ＴＯＪＩＮ茶屋は唐人町において核となる存在であった。このエリアにはこう

した核を後世に残し、そして唐人町が発展できる機能を持たせていきたいと考

えている。是非とも南側の民間駐車場や北側の自治会事務所も一体となって活

用していただきたい。 

 

○委員 

 ・唐人町は中央大通りのちょうど中間点にあるため、旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の整

備は必要と考えるが、２００㎡程度の旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地において、求めら

れる機能を実現しようとしても面積が不足すると思う。せっかく機能をリニュ

ーアルするのであれば、旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地という土地に限らずに周辺の民

地を集約化していくという考え方ができればと思う。 
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○事務局 

 ・旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地は、これからの中央大通りにおける重要なエリアの一つ

と理解している。できる限り市民の皆様からのニーズに合うよう、そして次世

代に誇ることができる通りとなるよう、このエリアの活用の可能性を追い求め

ていきたい。 

 

 ○委員 

  ・南側の駐車場まで含めて再整備を検討していただきたいというのは同じ意見で

ある。ただ、この土地を誰が取得していくのか。 

 

 ○座長 

  ・旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地は佐賀市が主導するのだろう。 

 

 ○委員 

  ・過去の経験から土地を集約して活用することは非常に難しい。アンケート調査

でアドバイザーの派遣に対するニーズが低いことに違和感がある。民有地をど

のように活用していけばいいか分からなかったり、きっかけが見出せない方々

は結構いると思う。そうした方々をコーディネートする役割やサポートが必要

だと思う。 

 

 ○事務局 

  ・他の分野を例に出すと、中小企業がＤＸ化するに当たっては、コーディネート

する方がいると助かるという意見があった。今回の件についても、一定程度の

コーディネートや気づき、きっかけを与えるようなサポートも検討していきた

い。 

 

 ○委員 

  ・佐賀にこどもと住んでいる場合、こどもと荷物と自分が移動するための手段は

自家用車になってしまう。魅力的なお店があることは知っているものの、中央

大通りのお店を利用する場合、有料駐車場を探して、そこに停めて、しばらく

歩いていく必要があり、手間を感じてしまうため、大型商業施設を利用してし

まう。できれば、旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地を利用する場合、安価で便利な移動手

段があれば行ってみたいと思う。 
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 ○委員 

  ・旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用策について、そんなに大切なのかが地元にいない

と分からないし、これで中央大通りの課題が解決するというのはちょっと違う

と思う。中心市街地に人を集めるためには、旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地やその周辺

だけのポイントでの議論では解決しない。そうではなく、中心市街地に人が住

むこと、人が来街しやすくなる条件整理が求められる。行政として対応すべき

は、１００円で中心市街地に来ることができるようなシステムに税金を投入す

ることだと思う。 

 

 ○座長 

  ・我々はバスで失敗している。バスをいくら安くしても結局は利用しない。１０

０円バスにしても誰も乗らない。こうした議論は必要だろうが、この会議では

ないと思う。 

 

 ○事務局 

  ・この議論については、公共交通のあり方として受け止めさせていただきたい。 

・中央大通りの将来像を提示しているとおり、こどもたちがたくさん集まる、大

人と一緒に集まる、そしてどこもたちが大人になっても集まるような街づくり

を進めていくことをコンセプトとしており、これに基づく一つの取組として旧

ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用策を検討している。 

・旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地に求められる機能について、たくさんのご意見をいただ

いているが、これらを旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地のエリアだけで集約しようとする

と物理的に難しいと思う。どういった機能を整備するかについては丁寧に説明

する必要があるので、再整備するに当たってはどういった機能が考えられるか

を次回の会議でご意見をいただければと思う。 

・旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地に求められる機能は、中央大通り全体としても活かして

いければと思うし、民間投資喚起策においても考えていくことができるかもし

れない。佐賀県とも共有していきながら、一つでも実現できる方策というもの

を次回の会議で提示していきたい。 

 

 ○委員 

・エリアによっては資力が小さい地主が多いので、固定資産税の減免や様々な補

助制度が有効になると考えている。アンケート結果のとおり、様々な段階に対

応した支援制度を用意する必要があると思うがどうか。 
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 ○事務局 

  ・いくつか示した他団体の事例やアンケート結果を踏まえて、今後どのような支

援制度が可能かの検討をしていきたいと考えている。 

 

 ○座長 

  ・強い要望があることを是非ともご理解いただきたい。 

 

 ○委員 

  ・民間投資喚起策について、立地適正化計画を策定する意思がないのに、立地適

正化計画が前提となる制度を掲載している意図が分からない。できればこの資

料から削除していただかないと矛盾が大きいと思う。 

  ・住むことの議論が抜けていること、抹消されていることに疑問に思う。 

  ・こどもの未来をどうしていきたいのかということが共有できていないと議論し

ても仕方がないと思う。大学生に街の絵を描いてもらうと、大型商業施設がこ

どもの頃の原風景となっている。利便性から自家用車を利用することは分かる

が、５００ｍを歩く工夫が中央大通りには求められている。そのためには住む

ことと一緒に考えていく必要がある。こどもが自分の意思で歩ける街となると、

自宅から５００ｍに中心商店街があるような、そうした風景を描けるような議

論が重要だと思う。 

  ・民間投資喚起策として容積率の緩和が想定されているのであれば、中央大通り

は南北に通っており日陰になる可能性が高いため、そぐわないと思う。 

 

 ○事務局 

  ・中央大通りは、１６世紀に形づくられた街を我々が受け継いでおり、この街を

次の世代に引き継いでいくためにも、こどもたちの原風景となるようにしてい

きたいと考えている。これまでもバルーンミュージアムや青少年センター等の

整備を進めているため、引き続きこうした努力をしていきたい。 

  ・住むことについても、中心市街地の定住人口が最も低かったのが平成１２年の

約７，６００人であり、現在は約９，０００人で推移している。一方で、中央

大通りの後背地においては、空き地が増えているという現状がある。特に、そ

れぞれの土地が狭小であるため、これらを集約化することで居住地として活用

していくこともできることから、こうした取組も進めていきたいと思う。 

・また、コロナ禍でも、中央大通り沿線にＩＴ企業が進出していることからも、

働く場の誘致も進めていきたいと考えている。 
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 ○委員 

  ・８月の大雨を受けて、少なくとも中央大通りは浸水しにくいエリアとしての安

心感を与えるための排水対策をしっかりと実施していかないと、人も住まない

し、店もできないと思うがどうか。 

 

 ○事務局 

  ・中央大通りの浸水対策については、多くの皆様が懸念されている点だと思うの

で、担当部署に伝達させていただきたい。 

 

○事務局 

  ・立地適正化計画は、別の部署が担当しているが、我々の部署としては、その必

要性について認識しているため、今回の資料に掲載している。 

  ・旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地は、現在、佐賀県と隣接地（県有地）との一体的な活用

について協議させていただいており、周辺の民地については、今回のご意見等

を踏まえながら、活用の必要性や可能性を研究していきたいと考えている。 

 

 (3) その他 

  特になし 

 

 

４ 閉会 


